
令和 3 年 8 月

令和 3 年度 令和 12

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

※有収水量密度＝有収水量（427千m3）÷計画給水区域面積(450ha)＝（0.948千m3/ha）

② 施　設　

％

※施設利用率＝1日平均給水量(1,554)(m3/日)÷1日給水能力(3,250) (m3/日)×100＝47.8(％)

③ 料　金

＜料金表＞

※　特定区域用：宮ヶ瀬地域にある湖畔園地内（国土交通省が直轄管理する河川区域）をいいます。

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

神奈川県愛甲郡清川村

清川村簡易水道事業

計 画 期 間 ：

2

～

管 路 延 長

0.95

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 40 　年 8 月 　　1 日

水 源

別添１－1

清川村簡易水道事業経営戦略

事業の現況

 使用実態に応じた受益者負担の原則に基づき、用途別の使用水量に対する基本料金と超過料金を設定しており、現行の
料金体系については、以下の表のとおりです。

37.7

㎥／日

千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（ 消 費 税 の み の 改 定 は 含 ま な い ）

施 設 利 用 率 47.8

施 設 数

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 3,250

計 画 給 水 人 口 5,000

現 在 給 水 人 口 2,859法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
非 適 の 区 分

非適

1

　平 成 29 年 4 月 1 日

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

17 ～ 30 70 円

31 ～ 60 80 円

61 ～ 100 90 円

101 ～ 200 110 円

201 ～ 600 130 円

601 ～ 1,000 150 円

180 円

17 ～ 30 90 円

31 ～ 60 100 円

61 ～ 100 115 円

101 ～ 200 135 円

201 ～ 600 160 円

601 ～ 1,000 190 円

225 円

一時用 17 ～ 360 円

超過料金（1㎥につき）

～１６㎥ １，３００円

1,00１㎥以上

基本料金

一般用

営業用

～１６㎥ ２，６００円

＊上記の表には消費税は含まれていません。

特定区域用 ～１６㎥ １，６００円

1,00１㎥以上



④ 組　織

＜組織体制＞

＜職員数・職種・年齢構成等＞

（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

　経営比較分析表のとおり、収益的収支比率及び料金回収率は、100％を上回り、平均値より高い水準で推移するとともに、給水原価は平均値より大幅に低い
水準で推移しており、さらに企業債残高もないことから、健全な経営状況であると判断されます。
　施設利用率は、平均値より低く50％程度の水準で推移しており、給水能力に余裕があります。また、有収率は平均値と同程度で推移していますが、５年平
均で74.4％であることから、漏水調査及び漏水修理を実施し、有収率の向上を図る必要があります。
　近年、各家庭で節水型の器具等が普及し、今後も給水人口と有収水量の減少が見込まれることから、料金収入も同様に減少傾向が続くと推測される中、施
設・設備及び管路の老朽化に伴い、維持管理費や更新事業費が増加傾向となっていることから、財政調整基金の保有状況に応じて、料金改定を検討する必要
があります。
　また、給水能力に余裕があり、水質にも恵まれていることから、他課とも連携し、企業誘致を積極的に行い使用料収入の増加につなげていきたい。

　簡易水道事業は、まちづくり課水道係が所管し、簡易水道事業特別会計に２名の人件費を計上しています。
なお、まちづくり課では、土地政策係・建設係・水道係・下水道係を設置し、課長以下９名が所属しています。

これまでの主な経営健全化の取組

　本村の水道事業は、昭和３９年に煤ケ谷地区を給水区域とした煤ケ谷地区簡易水道の創設に始まり、昭和４４年に計画発表された宮ヶ瀬ダム建設に伴う水
源地域振興計画事業の一事業として、宮ヶ瀬地区を含む清川村簡易水道事業として、水源地域特別措置法の適用を受け昭和５５年から整備してきました。
　整備にあたっては、水源地域特別措置法に基づく利水者負担金や国庫補助金を最大限活用したことにより、投資的経費の村負担が安価で済んでいたことか
ら経営状況は健全であったため、特別な取り組みは実施していませんでしたが、職員の削減や水道メーター検針業務、水質検査業務、検満メーター交換業
務、水道設備点検業務、自家用電気工作物保安管理業務などを民間事業者に委託し、業務の効率化や経費節減に努めています。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

61歳～ 人 人 1 人 1 人 2 人

51歳～60歳 1 人 人 人 1 人 2 人

41歳～50歳 人 1 人 1 人 人 2 人

31歳～40歳 1 人 人 人 人 人

～30歳 人 1 人 人 人 1 人

合計 2 人 2 人 2 人 2 人 8 人

合計土地政策係 建設係 水道係 下水道係



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

給水人口の予測

料金収入の見通し

　有収水量の推計値は、令和元年度における有収水量と給水人口の実績値より算定した有収水量原単価149.3㎥/人（有収水量原単価（㎥/人）＝有収水量
（㎥）÷給水人口（人））に将来の給水人口推計値を乗じることで算出した。有収水量原単価は、推計期間の全年度で同値を使用した。
　有収水量は、計画給水人口の微増を見込んでいることから、計画期間当初の令和３年度では、約42万６千㎥であるが、計画期間終了の令和12年度では、約
43万７千㎥と給水人口と同程度に微増することが見込まれている。

　使用料収入の推計値は、令和元年度における有収水量と使用料の実績値より算定した使用料単価122.5円/㎥（使用料単価（円/㎥）＝使用料（㎥）÷有収水
量（㎥））に将来の有収水量推計値を乗じることで算出した。使用料単価は、推計期間の全年度で同値を使用した。
　使用料収入は、計画給水人口の微増を見込んでいることから、計画期間当初の令和３年度では、約5,230万円であるが、計画期間終了の令和12年度では、約
5,360万円と微増することが見込まれている。

　総人口は、「清川村人口ビジョン」の予測値を採用している。給水人口は、令和２年度の処理区域内人口の実績値に、毎年度の総人口の増加減少率を乗じ
ることで予測している。
　給水人口の予測は、計画給水人口の微増を見込んでいることから、計画期間当初の令和３年度では、約2,850人であるが、計画期間終了の令和12年度では、
約2,930人と約３％微増することが見込まれている。

水需要の予測



（４） 施設の見通し

　現有施設及び設備は、整備後20～30年が経過し、経年劣化による老朽化が進んでいることから、簡易水道施設・設備更新事業計画を策定し、第１期計画
（平成19～28年度）では、主に電気計装設備等の更新を実施し、第２期計画（平成29年度～令和２年度）では、主に機械設備及び配水管等の更新を計画的に
実施しているところですが、躯体については、過去に実施した防水塗装等のメンテナンスにより大きな劣化が見られないため当面は改修工事は実施しない。

施設名 施設概要 地上 地下 千円

昭和59年度 新設 ・RC造　延床面積59.46㎡　新耐震 1 1 112,850

平成８年度 増設 ・RC造　延床面積83.93㎡　新耐震 2 1 140,723

昭和63年度 新設 ・RC造　延床面積330.26㎡　新耐震 2 1 188,840

平成９年度 増設 ・RC造　延床面積76.88㎡　新耐震 1 - 124,380

平成４年度 新設 ・RC造　延床面積52.06㎡　新耐震 1 1 81,782

平成８年度 増設 ・RC造　延床面積46.57㎡　新耐震 1 - 28,350

施設整備概要書

施設概要 階数

二天王高区配水池

宮ヶ瀬浄水場

接合井

築造年度

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

簡 易 水 道 施 設 設 備 更 新 事 業 （ 第 １ 期 ） 年 度 別 実 施 状 況
（単位：千円）

区分 施設名 工 事 名 事 業 費
年 度 別

電

機

計

装

設

備

浄

水

場

監視設備改修工事 14,385

制御及び電源設備改修工事 6,825 6,825

14,385

制御設備改修工事 11,744 11,744

電源設備改修工事 14,951 14,951

監視及び電源設備改修工事 6,033 6,033

計 47,113 14,385 20,984 11,744

高
区
配
水
池

監視設備改修工事 15,120 15,120

制御及び電源設備改修工事 9,608 9,608

電源設備改修工事 16,800 16,800

計 48,353 15,120 6,825 9,608 16,800

接合井 電気計装設備改修工事 7,156 7,156

役

場

監視及び制御設備改修工事 20,475 20,475

制御設備改修工事 7,258 7,258

監視及び電源設備改修工事 5,342 5,342

計 33,075 20,475 12,600

機
械
設
備
等

浄
水
場

機械設備改修工事 7,916 1,596 6,320

外壁塗装改修工事

3号浄水池内面塗装改修工事 12,810 12,810

計 47,024 1,596 6,320

26,298

水
備

導
設

導
水
管

青藤沢水管橋改修工事 2,415 2,415

計

委 託 料 浄水場ろ過機点検診断業務委託

12,810

185,633 16,716 13,145 22,418 497

2,415

22,890 12,600 18,900

26,298

26,298

497

16,800 47,282合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

497

2,415

14,385

29年度 30年度 31年度 ２年度

（単位：千円）

小　計 44,212

19,656 20,020

0 4,536

配
水
管

清
水

ヶ
丘
地
区

配水管更新工事基本・実施設計業
務委託

4,536 4,536

清水ヶ丘地区配水管更新工事 39,676

事 業 費
年 度 別

15,64215,358

簡 易 水 道 施 設 設 備 （ 第 ２ 期 ） 更 新 事 業 年 度 別 実 施 計 画

施設名 区分 工 事 名 等

ＰＡＣ注入設備更新工事 4,5364,536

次亜貯蔵槽更新工事 5,357 5,357

ろ過機改修工事 46,358 15,358

№１・３ろ過ポンプ更新工事 821 821

小　計 62,537 16,179 15,358 15,358 15,642

前次亜注入設備更新工事 5,465

106,749

5,465

19,656

35,014 35,662

20,020

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

機
械
設
備
等

宮

ヶ

瀬

浄

水

場

16,179 19,894



（５）

３．経営の基本方針

　清川村は、煤ヶ谷村と宮ヶ瀬村が昭和31年９月30日の合併によって誕生し、昭和39年には、簡易水道事業が開始され、村内への給水事業が始まった。その
後、昭和44年には、建設省により宮ヶ瀬地区に多目的ダムの建設が発表され、神奈川県民の水がめである宮ヶ瀬ダム整備事業が始まり、昭和51年には、約200
区画の清水ヶ丘団地が完成するなど、各地域で宅地開発等が行われ、こうした人口の増加に対応するため、昭和55年から簡易水道の拡張事業を開始した。
　昭和61年には、丹沢山の麓の塩水地区に原水取水施設を整備し、昭和63年には宮ヶ瀬地区に新たな浄水場を整備し、平成7年には村内全域に給水が開始さ
れ、簡易水道の拡張事業が完成した他、平成13年３月には、宮ヶ瀬ダムが完成し、ダム湖の名称も宮ヶ瀬湖と決定し、宮ヶ瀬湖畔園地を中心とした新たな観
光地として、イベントを中心とした首都圏のオアシスとして年間数百万人が来訪するなど、産業基盤が確立され、新たな村づくりを開始した。
　その後、現在に至るまで大規模工場や宅地造成等開発事業に対応しつつ、水質保全や施設維持管理のもと、簡易水道事業運営を進めてきた。

　このように簡易水道事業の歩んできた経過のもと、村の第３次総合計画で描く、村の将来像「～水と緑の心の源流郷～」の実現に向け、豊かな森林と美し
い清流を保全し、良好な自然環境の中で、地域のみんなの心が通い、支え合う暮らしを維持しながら、誰もが安心して暮らせる村づくりのため、今後も安全
でおいしい水道水を安定して供給するため持続的な事業運営を図っていくことが必要であると考えている。
　この村の将来像実現及び国の水道事業の目指すべき方向性を踏まえ、簡易水道経営の基本方針を次のとおり定める。

①　安全でおいしい水の安定供給対策・・・簡易水道事業については、現時点では概成しているものの、計画給水人口5,000人に見合う土地利用を図るため、
住宅建設や企業の誘致・誘導、公共施設の適正配置を進めつつ、生活環境、産業振興、環境保全が調和した土地利用計画のもと、適正な簡易水道事業の整備
を進めるほか、適正な水質保全のもと安全な水道水を安定的に供給すべく、水源地の保全や水道施設の老朽化対策に取り組む。

②　災害・テロ等への危機管理対策・・・水源施設から浄水場までの導水管埋設エリアについては、丹沢山系の山間部を通行する県道を経由しており、特に
台風や大雨等、自然災害の影響を受けやすいことから、非常時の対応等において道路管理者である神奈川県との連絡体制の強化を図るほか、災害時の消防水
利として消火栓等活用がされていることから消防関係部署と連携し危機管理体制の強化に努める。また、浄水場施設等については、耐震化対策や停電対策を
講じているところであるが、さらに災害時に強い水道事業に努める。また、今後は、管路のネットワーク化を強化する他、耐震化についても適正な検討に取
り組む。

③　お客様（水道利用者）サービスの向上対策・・・お客様に事業への理解と親しみを持っていただくため、取水施設や浄水場、配水池などの各施設の見学
会を開催するなどのサービスに取り組む。

④　地域・社会への貢献対策・・・丹沢山系で育まれたおいしい水を地域資源として活用し、地域貢献を積極的に検討する企業の誘致を行い、連携すること
で活力ある村づくりに貢献するほか、庁内担当課と連携し、水道水を使ったペットボトル水を製作し、村のおいしい水のPRへの協力や、地域団体における商
品開発に対する水の提供などを実施し、観光客の誘致に対し側面的な貢献活動を行う。また、水道基盤強化に繋がる広域連携や水道広域化推進プランの策定
に向け、周辺事業体との協力関係を強化し、広域連携に向けて、情報交換会などに参加し、更なる地域・社会貢献に取り組む。

⑤　経営基盤の強化対策・・・東京圏へ通勤圏内でありながら、豊かな自然環境のもと、のびのびとしたライフスタイルが提供可能な村において、全域が国
立及び県立の自然公園地域であることから、限られた土地の活用について、給水エリアの拡大等、将来への投資についても関係部署及び民間企業と連携し、
積極的な検討を行い将来経営基盤の強化に努める。また、簡易水道事業の債権管理の強化と合わせて、今後地方公営企業法を適用した公営企業となる移行手
続きを進める予定であり、会計についても、現在の単式簿記会計から複式簿記会計へ会計方式を切替え、よりきめ細やかな経営分析を基に簡易水道事業を進
めていくための財政経営基盤強化を図る。

　整備計画における管渠整備については、昭和55年度から開始し、平成８年度に概成した。布設年度の最も古い管渠では約40年が経過しており、管渠におけ
る耐用年数は、約40年とされており、更新整備を行うタイミングではあるが、現時点で本管の漏水事故は皆無であることから今後の状況を注視し、管渠の更
新計画を検討する。

組織の見通し

　本村では、専門の技能職員の採用を過去より実施していないため、事務職員が人事異動に伴い着任した後、水道に関する専門的な知識を得て、業務を遂行
しているのが現状である。
　このことから、水道担当者２名の職員数は確保しつつ、人事異動のタイミングの調整を行い、職員が代わっても、ノウハウの継承が行える体制を構築する
他、円滑な業務運営確保のため、業務の見える化や情報共有、研修制度の活用を推進していく。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

目 標 清川村簡易水道事業実施計画に基づき、計画的に施設の老朽化対策及び延命化対策を実施する。

　当村では、清川村簡易水道事業実施計画に基づき、当計画期間の施設更新等に関する投資額を算定しており、その他の投資的計画については、現時点で、
新規の整備計画が無いことから考慮しないものとする。また、計画期間中の物価上昇や人件費上昇分については、事業執行年度において、コスト削減に係る
取組を行うことを見込んでいることから、考慮しないものとする。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

年度 工事名称 工事請負費 委 託 料 合　　計

原地区給水管付替工事 18,128

二天王低区浄水場維持工事 26,200

古在家バイパス辺室沢橋配水管添架工事 21,351

清水ヶ丘地区第3回配水管更新工事 22,000

清水ヶ丘地区第4回配水管更新工事 33,000

古在家バイパス配水管布設工事 25,000

公営企業会計移行業務委託 ※ 8,100

塩水水源接合井防御工事設計業務委託 6,000

塩水水源接合井防御工事 10,000

給水管付替工事 7,000

清水ヶ丘地区第5回配水管更新工事 33,000

給水管付替工事 7,000

公営企業会計移行業務委託 ※ 18,900

辺室横道線配水管布設工事 8,000

二天王低区浄水場ろ過機改修工事 23,000

宮ヶ瀬浄水場ろ過残塩計更新工事 3,000

清水ヶ丘地区第6回配水管更新工事 33,000

給水管付替工事 7,000

二天王高区配水池配水残塩計更新工事 3,000

宮ヶ瀬浄水場原水濁度計更新工事 3,000

宮ヶ瀬浄水場配水残塩計更新工事 3,000

清水ヶ丘地区第7回配水管更新工事 33,000

二天王低区浄水場管理棟築造工事 7,000

給水管付替工事 7,000

宮ヶ瀬浄水場ろ過機改修工事 16,000

給水管付替工事 7,000

宮ヶ瀬浄水場配水濁度計更新工事 4,000

宮ヶ瀬浄水場原水PH計更新工事 2,000

土山峠接合井配水残塩計更新工事 3,000

塩水水源計装盤内改修工事 2,000

宮ヶ瀬浄水場原水流入量計更新工事 4,000

給水管付替工事 7,000

宮ヶ瀬浄水場後次亜注入設備更新工事 6,000

宮ヶ瀬浄水場沈澱池制御盤更新工事 6,000

宮ヶ瀬浄水場配水流量計更新工事 4,000

土山峠接合井配水流量計更新工事 4,000

二天王高区配水池流入量計更新工事 4,000

給水管付替工事 7,000

辺室沢予備水源取水施設改修工事 9,000

宮ヶ瀬浄水場薬品注入設備制御盤更新工事 4,000

二天王高区配水池配水濁度計更新工事 4,000

宮ヶ瀬浄水場排泥設備更新工事 12,000

宮ヶ瀬浄水場フロキュレーター更新工事 17,000

二天王高区配水池次亜注入設備更新工事 6,000

令和７年度 53,000

令和８年度 38,000

令和11年度 20,000

令和９年度

令和10年度

令和12年度

23,000

24,000

23,000

　※は繰越事業を想定しています。

令和６年度 46,000

令和５年度 89,900

（単位：千円）

令和３年度 87,679

令和４年度 89,100



　使用料収入の推計値は、令和元年度における有収水量と使用料の実績値より算定した使用料単価122.5円/㎥（使用料単価（円/㎥）＝使用料（㎥）÷有収水
量（㎥））に将来の有収水量推計値を乗じることで算出した。使用料単価は、推計期間の全年度で同値を使用した。
　使用料収入は、計画給水人口の微増を見込んでいることから、計画期間当初の令和３年度では、約5,230万円であるが、計画期間終了の令和12年度では、約
5,360万円と微増することが見込まれている。
　簡易水道事業の財政調整基金については、令和３年度末で約8,900万円の残高であるが、令和５年度末には残高が０円となり、一般会計から繰入を行わなけ
れば、事業運営を行うことができない状況となる。この後も令和８年度までは、一般会計からの繰入なしでは事業運営ができない状況となるほか、今後想定
される関係施設の大規模改修や管渠の更新事業に対しても財政調整基金の残高がない状況となり、厳しい事業運営が想定される。

目 標
　使用料改定を段階的に行い、将来必要となる施設及び管路の更新費用として財政調整基金を活用し、財源バランスの
適正化を図る。

②　収支計画のうち財源についての説明
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使用料収入の推移



　このような状況を踏まえ、使用料については現在県内他市町村と比較し、非常に安価な使用料で事業運営をおこなってきたが、今後の施設更新等の財源を
確保し、安定的な水の供給を行うため、約40％の値上げを行い事業運営の安定化を図る。また、一般会計からの繰入金については、使用料改定の周知等に時
間を要すほか、段階的に料金改定を行う計画とし、令和７年度までは一般会計からの繰入金で事業運営を行い、その後については、独立採算の原則にのっと
り、安定的な事業運営を行う方針とする。



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

職員給与費　　：　当面は、現状の職員体制（２名）での業務執行となることから、近年５年間の平均決算額とした。
委　託　費　　：　水道施設設備更新事業計画に基づき、予防保全型の維持管理体制へ移行するため、大きな変更を予定していないことから、近年５年間の
　　　　　　　　平均決算額とした。
修　繕　費　　：　水道施設設備更新事業計画に基づき、予防保全型の維持管理体制へ移行するため、大きな修繕を予定していないことから、近年５年間の
　　　　　　　　平均決算額とした。
動　力　費　　：　水道施設設備更新事業計画に基づき、設備の更新を実施していくが、この際に、より効率的に動作する機種選定等を行いコスト削減に努
　　　　　　　　めるが、大きな額の変化に期待はできないことから、近年５年間の平均決算額とした。
薬　品　費　　：　水道施設設備更新事業計画では、薬注設備の更新を実施していくが、この際に、より効率的に動作する機種選定を行いコスト削減に努め
　　　　　　　　るが、大きな額の変化に期待はできないことから、近年５年間の平均決算額とした。

広 域 化
　水道法の改正に伴う神奈川県水道ビジョンの中間評価が実施され、水道基盤強化に繋がる広域連携や水道
広域化推進プランの策定に向けた準備が検討されたことに伴い、広域連携や広域化に向けて、水道に関する
情報交換会などに参加する。

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PPP/PFI の 導 入 等 ）

　現在、当村が置かれている地理的状況や簡易水道事業規模では、民間活力の活用に関する検討することは
難しい状況であると考える。
　今後、様々な環境下のもと、検討の必要性は認識しつつ、状況を見て判断していきたい。

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 に よ る
投 資 の 平 準 化 ）

　現存する施設や管路の定期的なメンテナンスを図り、適切な管理状況を維持することにより長寿命化を図
る。
　簡易水道事業は、令和６年度に公営企業会計に移行する予定であるため、それに向けて令和４・５年度で
固定資産台帳整備を始めとした移行準備作業を実施し、安定的な事業運営を図る。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　最低限度の施設・設備であるため、ダウンサイジングは難しいほか、庁内各課と連携し、活力ある村づく
りに向け企業誘致や人口増対策に取り組むため、現時点での検討は行わない。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　最低限度の施設・設備であるため、スペックダウンは難しいほか、庁内各課と連携し、活力ある村づくり
に向け企業誘致や人口増対策に取り組むため、現時点での検討は行わない。

そ の 他 の 取 組 　特になし

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　　経営戦略の実施にあたり、各施策をＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、実施目標の達成状況を把握
し、管理・評価することで、継続的な改善に取り組み、効率的かつ効果的に推進していく予定である。
　計画策定から５年間を前期、その後の５年間を後期とし、各期間の４年経過時に、検証委員会として位置
付ける予定の清川村簡易水道事業運営協議会において、評価及び計画の見直しを行い、その後の５年間の目
標を改め、経営戦略の実行体制を推進する。

そ の 他 の 取 組
  本村は、全域が自然流下方式による給水であり、配水ポンプ場などの施設が無いため、施設及び設備につ
いてのダウンサイジングやスペックダウン等を行わないことから、現有施設・設備の維持管理を実施するこ
とを基本とする。

料 金

　経営戦略期間である10年間のうち前半で、概ね40％の使用料値上げを行い自主財源比率を高め、一般会計
からの繰入金については、使用料改定までの期間に努め、料金改定後は、財政調整基金入金額の積立に努
め、将来の施設更新に要する費用の安定化を図る。
　また、経営戦略期間後においても、必要に応じて使用料改定を継続的に行う必要があるかの検討を行う。

企 業 債
　今後、村づくりの中で、企業誘致や住宅開発等の投資的な建設改良費の財源として、将来的な事業投資
に、起債を行うことが妥当であるか、財政状況等を勘案し検討を行う。

繰 入 金
　使用料改定を行い安定的な自主財源の確保に努めるが、一時的な財源不足に対応するため、一時的に一般
会計繰入金を繰入れ、経営の安定化を図るが、一般会計繰入金に長期に渡り依存しない経営に努める。

資 産 の 有 効 活 用 等 （ *2 ） に よ る
収 入 増 加 の 取 組

　収入増加につながる想定可能資産がないため、見込むことができない。

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度

評価 見直し 評価

前期（５年間） 後期（５年間）

清川村簡易水道事業経営戦略


